
議案第３８号

杉並区事務手数料条例及び杉並区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年３月１日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区事務手数料条例及び杉並区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。

「ホテル営業 １件につき ３０，６００円
別表第１の１６の項中 を「旅

旅館営業 １件につき ３０，６００円 」

館・ホテル営業 １件につき ３０，６００円」に改める。

第２条 杉並区旅館業法施行条例（平成２４年杉並区条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。

第５条第６号ア中「ホテル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。

第８条の見出し中「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同条中「第

１条第１項第１１号」を「第１条第１項第８号」に、「ホテル営業」を「旅館・

ホテル営業」に改め、同条第１号及び第２号を削り、同条第３号中「調理場」の

次に「を設ける場合」を加え、同号を同条第１号とし、同条第４号ア中「第１条

第１項第２号イ又は第３号」を「第１条第１項第１号」に改め、同号を同条第２

号とし、同条中第５号を第３号とし、第６号から第１０号までを２号ずつ繰り上

げる。

第９条を次のように改める。

第９条 削除

第１０条第１項中「第１条第３項第７号」を「第１条第２項第７号」に改め、

同項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、同項第４号中「第１条第３項

第１号」を「第１条第２項第１号」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第３

号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同項に第１号とし

て次の１号を加える。



(１) 客室と他の客室、廊下等との境界は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類

する物を用いて区画すること。

第１０条第２項を次のように改める。

２ 第８条第１号、第２号イ及び第３号から第８号までの規定は、簡易宿所営業

の施設について準用する。

第１０条第３項を削る。

第１１条第１項中「第１条第４項第５号」を「第１条第３項第５号」に改め、

同条第２項を次のように改める。

２ 第８条第１号、第２号イ及び第５号から第８号まで並びに前条第１項第１号

の規定は、下宿営業の施設について準用する。

第１１条第３項を削る。

第１２条第１項中「が第９条」を「が第８条」に改め、同項各号を次のように

改める。

(１) 旅館・ホテル営業 第８条第１号、第３号、第４号、第５号イ及びウ、

第７号並びに第８号の基準

(２) 簡易宿所営業 第１０条第１項第３号及び第７号並びに同条第２項にお

いて準用する第８条第１号、第３号、第４号、第５号イ及びウ、第７号並び

に第８号の基準

第１２条第２項中「旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に、「第９条第２

項、」を「第８条第１号、第７号及び第８号（」に、「第８条第３号並びに第９

条第３項、第１０条第３項及び第１１条第３項において準用する第８条第９号及

び第１０号」を「場合を含む。）」に改める。

附 則

１ この条例は、平成３０年６月１５日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２ 施行日前に、旅館業法の一部を改正する法律（平成２９年法律第８４号）附則

第５条第１項の規定により同法の施行の日前に行われる同法による改正後の旅館

業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の規定に基づく旅館・ホテル営

業の許可の申請がなされた場合においては、施行日前においても第１条の規定に



よる改正後の杉並区事務手数料条例の例により、手数料を徴収する。この場合に

おいて、同条例別表第１の１６の項中「旅館業法」とあるのは「旅館業法の一部

を改正する法律（平成２９年法律第８４号）附則第５条第１項の規定により同法

の施行の日前に行う同法による改正後の旅館業法」と、「に基づく」とあるのは

「の例による」とする。

３ この条例の施行の際、現に旅館業法の一部を改正する法律による改正前の旅館

業法第３条第１項の規定による許可を受けて同法第２条第３項に規定する旅館営

業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、平成３０年１２

月１５日までは、引き続き第２条の規定による改正前の杉並区旅館業法施行条例

第９条に規定する旅館営業の施設の構造設備の基準に適合する限り、第２条の規

定による改正後の杉並区旅館業法施行条例第８条に規定する旅館・ホテル営業の

施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。

（提案理由）

旅館業法等の一部が改正されたことに伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備

の基準を設ける等の必要がある。
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杉並区事務手数料条例及び杉並区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

新旧対照表（抄）

第２条による改正（杉並区旅館業法施行条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（宿泊者の衛生に必要な措置等の基準） （宿泊者の衛生に必要な措置等の基準）

第５条 法第４条第２項の規定による条 第５条 法第４条第２項の規定による条

例で定める措置の基準は、次のとおり 例で定める措置の基準は、次のとおり

とする。 とする。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 客室には、次に掲げる基準を超 (６) 客室には、次に掲げる基準を超

えて宿泊者を宿泊させないこと。 えて宿泊者を宿泊させないこと。

ア 旅館・ホテル営業 及び下宿 ア ホテル営業、旅館営業及び下宿

営業 営業

一客室の規則で定めるところに 一客室の規則で定めるところに

より算定した有効部分の面積（以 より算定した有効部分の面積（以

下「有効面積」という。）３平方 下「有効面積」という。）３平方

メートルについて １人 メートルについて １人

イ 略 イ 略

(７)～(１２) 略 (７)～(１２) 略

（旅館・ホテル営業の施設の構造設備の （ホテル営業 の施設の構造設備の

基準） 基準）

第８条 旅館業法施行令（昭和３２年政 第８条 旅館業法施行令（昭和３２年政

令第１５２号。以下「政令」とい 令第１５２号。以下「政令」とい

う。）第１条第１項第８号 の規定に う。）第１条第１項第１１号の規定に

よる旅館・ホテル営業の施設の構造設 よるホテル営業 の施設の構造設

備の基準は、次のとおりとする。 備の基準は、次のとおりとする。

(１) 宿泊者の利用しやすい位置に、

資 料
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受付等の事務に適した広さを有する

玄関帳場を設けること。

(２) 宿泊定員及び利用形態に応じた

十分な広さのロビー及び食堂を有す

ること。

(１) 調理場を設ける場合は、次の構 (３) 調理場 は、次の構

造設備の基準によること。 造設備の基準によること。

ア～エ 略 ア～エ 略

(２) 客室は、次の基準によること。 (４) 客室は、次の基準によること。

ア 一客室の規則で定める構造部分 ア 一客室の規則で定める構造部分

の合計床面積は、政令第１条第１ の合計床面積は、政令第１条第１

項第１号 に規定する 項第２号イ又は第３号に規定する

面積以上であること。 面積以上であること。

イ 略 イ 略

(３) 略 (５) 略

(４) 略 (６) 略

(５) 略 (７) 略

(６) 略 (８) 略

(７) 略 (９) 略

(８) 略 (１０) 略

第９条 削除 （旅館営業の施設の構造設備の基準）

第９条 政令第１条第２項第１０号の規

定による旅館営業の施設の構造設備の

基準は、次のとおりとする。ただし、

第２号及び第３号の基準は、修学旅行

等おおむね５０人以上の団体を宿泊さ

せる旅館営業の施設についてのみ適用

する。

(１) 客室と他の客室、廊下等との境
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資 料

界は、壁、ふすま、板戸又はこれら

に類する物を用いて区画すること。

(２) 調理場を設ける場合には、配膳

に支障が生じないような十分な広さ

を有する配膳室を付設すること。

(３) 前号の配膳室には、食器戸棚及

び高さ７５センチメートル以上の配

膳台を設けること。

２ 前条第３号の規定は、旅館営業の施

設に調理場を設ける場合に準用する。

３ 前条第４号から第１０号までの規定

は、旅館営業の施設について準用す

る。この場合において、同条第４号ア

中「政令第１条第１項第２号イ又は第

３号」とあるのは、「政令第１条第２

項第２号又は第３号」と読み替えるも

のとする。

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基 （簡易宿所営業の施設の構造設備の基

準） 準）

第１０条 政令第１条第２項第７号の規 第１０条 政令第１条第３項第７号の規

定による簡易宿所営業の施設の構造設 定による簡易宿所営業の施設の構造設

備の基準は、次のとおりとする。 備の基準は、次のとおりとする。

(１) 客室と他の客室、廊下等との境

界は、壁、ふすま、板戸又はこれら

に類する物を用いて区画すること。

(２) 略 (１) 略

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

(５) 客室の規則で定める構造部分の (４) 客室の規則で定める構造部分の
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合計延べ床面積は、政令第１条第２ 合計延べ床面積は、政令第１条第３

項第１号に規定する面積以上である 項第１号に規定する面積以上である

こと。 こと。

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

２ 第８条第１号、第２号イ及び第３号 ２ 第８条第３号の規定は、簡易宿所営

から第８号までの規定は、簡易宿所営 業の施設に調理場を設ける場合に準用

業の施設について準用する。 する。

３ 第８条第４号イ及び第５号から第１

０号まで並びに前条第１項第１号の規

定は、簡易宿所営業の施設について準

用する。

（下宿営業の施設の構造設備の基準） （下宿営業の施設の構造設備の基準）

第１１条 政令第１条第３項第５号の規 第１１条 政令第１条第４項第５号の規

定による下宿営業の施設の構造設備の 定による下宿営業の施設の構造設備の

基準は、次のとおりとする。 基準は、次のとおりとする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 第８条第１号、第２号イ及び第５号 ２ 第８条第３号の規定は、下宿営業の

から第８号まで並びに前条第１項第１ 施設に調理場を設ける場合に準用す

号の規定は、下宿営業の施設について る。

準用する。

３ 第８条第４号イ及び第７号から第１

０号まで並びに第９条第１項第１号の

規定は、下宿営業の施設について準用

する。

（構造設備基準の適用除外） （構造設備基準の適用除外）

第１２条 旅館業法施行規則（昭和２３ 第１２条 旅館業法施行規則（昭和２３

年厚生省令第２８号）第５条第１項の 年厚生省令第２８号）第５条第１項の

施設について、その構造設備が第８条 施設について、その構造設備が第９条
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資 料

及び第１０条の基準による必要がない 及び第１０条の基準による必要がない

場合又はこれらの基準により難く、か 場合又はこれらの基準により難く、か

つ、公衆衛生上支障がないと認める場 つ、公衆衛生上支障がないと認める場

合は、次の各号に掲げる営業につい 合は、次の各号に掲げる営業につい

て、それぞれ当該各号に掲げる基準を て、それぞれ当該各号に掲げる基準を

適用しないことができる。 適用しないことができる。

(１) 旅館・ホテル営業 第８条第１ (１) 旅館営業 第９条第１項第２

号、第３号、第４号、第５号イ及び 号、同条第２項において準用する第

ウ、第７号並びに第８号の基準 ８条第３号並びに第９条第３項にお

(２) 簡易宿所営業 第１０条第１項 いて準用する第８条第５号、第６

第３号及び第７号並びに同条第２項 号、第７号イ及びウ、第９号並びに

において準用する第８条第１号、第 第１０号の基準

３号、第４号、第５号イ及びウ、第 (２) 簡易宿所営業 第１０条第１項

７号並びに第８号の基準 第２号及び第６号、同条第２項にお

いて準用する第８条第３号並びに第

１０条第３項において準用する第８

条第５号、第６号、第７号イ及び

ウ、第９号並びに第１０号の基準

２ 前項に定める場合のほか、旅館・ ２ 前項に定める場合のほか、旅館営

ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営 業 、簡易宿所営業又は下宿営

業について、その構造設備が第８条第 業について、その構造設備が第９条第

１号、第７号及び第８号（第１０条第 ２項、 第１０条第

２項及び第１１条第２項において準用 ２項及び第１１条第２項において準用

する場合を含む。） する第８条第３号並びに第９条第３

項、第１０条第３項及び第１１条第３

項において準用する第８条第９号及び

の基準による必要がない場合 第１０号の基準による必要がない場合

又はこれらの基準により難く、かつ、 又はこれらの基準により難く、かつ、

公衆衛生上支障がないと認める場合 公衆衛生上支障がないと認める場合
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は、これらの基準を適用しないことが は、これらの基準を適用しないことが

できる。 できる。


